
○水循環と我々の関わり
○水循環基本計画の位置付け、対象期間と構成

１ 流域における総合的かつ一体的な管理
２ 健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推進
３ 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保
４ 水の利用における健全な水循環の維持
５ 国際的協調の下での水循環に関する取組の推進

（４）水の効率的な利用と有効利用
（５）水環境
（６）水循環と生態系
（７）水辺空間
（８）水文化
（９）水循環と地球温暖化

４ 健全な水循環に関する教育の推進等
（１）水循環に関する教育の推進
（２）水循環に関する普及啓発活動の推進

５ 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
６ 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施
（１）流域における水循環の現状に関する調査
（２）気候変動による水循環への影響と適応に関する調査

７ 科学技術の振興
８ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

（１）国際連携
（２）国際協力
（３）水ビジネスの海外展開

９ 水循環に関わる人材の育成
（１）産学官が連携した人材育成と国際人的交流

１ 水循環に関する施策の効果的な実施
２ 関係者の責務及び相互の連携・協力
３ 水循環に関して講じた施策の公表

１ 流域連携の推進等 -流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み-
（１）流域の範囲
（２）流域の総合的かつ一体的な管理の考え方
（３）流域水循環協議会の設置と流域水循環計画の策定
（４）流域水循環計画
（５）流域水循環計画の策定プロセスと評価
（６）流域水循環計画策定・推進のための措置

２ 貯留・涵養機能の維持及び向上
（１）森林 （２）河川等 （３）農地 （４）都市

３ 水の適正かつ有効な利用の促進等
（１）安定した水供給・排水の確保等
（２）持続可能な地下水の保全と利用の推進
（３）水インフラの戦略的な維持管理・更新等

総論

第１部 水循環に関する施策についての基本的な方針

第２部 水循環に関する施策に関し、政府が総合的

かつ計画的に講ずべき施策

第３部 水循環に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するために必要な事項

水循環基本計画の概要


